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14-15世紀前半のポーランドにおける王と国家と社会

一一一共和主義の起源に関する一考察一一

井内敏夫

16世紀初頭の1507年，財務官の職にあったスタニスワフ・ザボロフスキは，ポーランド

国家の政体について次のように書いている O ポーランド内において「国王よりも上位の人

がいるとは言わないが，王国の全社会(tota communitas )は王よりも上位にあり，より

高い地位を占めている O なぜなら，王は社会の名において統治権を行使しているからであ

り，その印として王は戴冠の際に事約を行なうのである」。また彼は.rあらゆる上級権は
社会の中に，その福利のためにある」とも述べている1)。

ところで，共和国という国家概念の基本が，一人支配の国家ではなく，公民の集団的主

体としての社会が国家の本来の主人であるというような国家構造にあるとすればヘザボ

ロフスキのいう16世紀のポーランドは，王がいたにもかかわらず，すでに共和国としての

条件を十分に備えていたといえる O 彼の描く国家論の背景には，ポーランド国家の主人は

王ではなく，社会であるという意識が確実に窺えるからである O

実際，周知のように，とくに16世紀以降のポーランド人は，自分たちの国家を表現する

際.rレスプブリカJ.あるいは，それをポーランド語化した「ジェチポスボリタJという
タームを好んで用いていた。そして，その場合でも，それらのタームを彼らが「共和国J

の意味で使用していたことは疑いない3)。近年伊東孝之氏が，社会の自律性の強さをポー

ランド史の特徴とする卓見を呈示された4)。筆者としては，分割前の国家が実は「一般貴

族の共和国(Rzeczpospolita szlachecka ) Jでしかなかったにせよ，そのような社会の自律

性の背後には. 16世紀以来の共和主義の伝統が存在しているのではないかと考えている O

それでは. 16世紀に隆盛をみるこうした共和制の理念，あるいは社会の自律性の起源は

どこにあるのか。ポーランドではいつの時代に，どのような契機を経て社会は国家の主人

であると意識するようになるのか。この問題を14世紀から15世紀前半の時代において探る

ことが本稿の目的である O 換言すれば，この時代における主権はどこにあるのか，そして，

もし主権関係が変化するとすれば，その変化過程はどのようなものであったのかという問

題が中心課題となる O またその際，王朝の交代問題を軸にしてその原因をも合わせて考え

てみたいO 壬朝問題は，中世社会の地位に大きな影響を与えるはずだからである5)。

このような問題に関しては，ポーランドには 4定の研究蓄積がある。とりわけ，ポーラ

ンドにおける“coronare伊首(王国の王冠概念の発達という観点から， ドンブロフス

キの研究6)が間接的に主権問題に迫っているし，また，ヴォイチェホブスキが中世国制史

の著述のなかでこの問題を簡潔に取り上げている7)。一方， ドンブロフスキの研究に対す

るグジボフスキの詳細な批判的書評論文8)もある O

それゆえ，本論は原史料を読み返しながら，こうした研究蓄積を批判的に検討し，論を
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井内敏夫

進めていくものであるが，この主権問題は議会の問題，つまり，議会の起源とその発達に

関する問題とも関連している O それは，ここでいう「社会Jはこの時代においては，諸身

分の政治集会としてその姿を現すからである O したがって，こうした問題に取り組むには，

社会と王との実際の政治的関係を具体的に見ていく必要がある O しかし，本論ではこの点

は最低限に止め，主として，王と国家と社会の三者が公文書においてどのような関係を持っ

て登場するか，この点に着目して論を進めていくことにする。主権の問題はなかんずく法

的な問題であると思われるからである。

その際，公文書のなかでも，ポーランドに臣従する属国がポーランドに対して行なう忠

誠宣蓄を主な材料として取り上げる O そして，その中でポーランド内のどのような要素が

忠誠の対象として掲げられているか，ここに注目したい。なぜなら，忠誠の対象になって

いるものがその時点におけるポーランドの主権の担い手である，と見倣して差し支えない

と考えるからである。因みに，主権概念を初めて考察の対象にしたといわれるジャン・ボ

ダンは， r主権の真の標識」として八つの権利を挙げているが，その中に忠誠と服従を求
める権利が含まれている9)。

1 カジミエシ大王の時代(1333-1370)

そのような方法に立って結論を一部先取りすれば，属国の宣誓にはその忠誠の対象に，

まず王のみが現われ，やがて王とならんで国家が登場し，ついで社会が追加されてくる O

その際，本論でいう「国家」とは史料の中では“coronaregni Poloniae (ポーランド王国王

冠) "のタームにあたり，一方， r社会Jとは， “regnicolae re伊王国の住民とか，
“communitas (共同体，人民) "を翻案した表現として使用している10)。

以上のことからも類推できるように，本論の展開の一つの前提として，まず，国家ない

し国土が君主やその一族の財産ではなく，独自の権利を持つ実体で、あるという意識が形成

されなければならない o 1132年，ピアスト家のボレスワフ三世公はポーランド国家を子供

たちに分割，領有させ，それ以来ポーランドには分領公国制が定着したが，このような家

産国家観念がまず克服されなければならなかったO ドンプロフスキによれば，国家が独自

の権利をもっ実体として意識されるにいたるのは，まさに，この分領公国制を打破し，統

一ポーランド王国の再建へと進む過程においてであった11)。しかし，永続的な統一国家

を1320年に一応確立したヴワディスワフ・ウォキェテクの時代には，君主と国家はまだ未

分離の状態にあり，国家の権利という観念は未だ確立していなかったといえる O ウォキェ

テクの困は，マウォポルスカとヴィエルコポルスカの二州しか実際に領有していなかったO

そこで彼は，三人のボレスワフ公がかつて築いた領域をもっ「ポーランド王国」の復活を

目指し，同じピアスト家の諸公や外国勢力の支配下にある諸地方に対する支配権を主張す

るが，その際の論拠に，国家の権利という論理はまだ現われてはいなかった。そうした領

域をもっ「王国」全体の「守護(defensor ) Jとしての王の権利，あるいは，ウォキェテ

ク自身が過去にその地を領有していたという彼自身の権利が，この時代に使用されていた

主たる論拠であった12)。
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14-15世紀前半のポーランドにおける王と国家と社会

ウォキェテクの子，カジミエシ大王の時代になると，統合への論拠に新しい要素が加わ

る。例えば.1339年，東ポモージェの奪回を目指してドイツ騎士団と争った裁判では次の

ような主張がみられる。「東ポモージェの公国とテラ(terra )は上述のポーランド王国

の領域内にあり，古くからI司王国に属していたJ13)。この一文言は，東ポモージェが過去に
おいてポーランド王国の領域内にあったから，カジミエシのポーランド王国も東ポモー

ジェの領有権を主張できるという論理で用いられている orポーランド王国」という国家
の権利が，支配権回復の根拠として使われ始めたといえよう 14)。

カジミエシ大王の時代には，この国家の権利という点に関してさらに重要なことが起き

ている O それは，ポーランド国家を表現するタームとして，従来の「ポーランド王国Jに

加えて，新たに， “corona re伊首Poloniae (ポーランド王国の王冠) "という用語が使われ

始めたことである O この用語の最初の使用は1356年の公文書においてである 15)が，サン

トクとドレスデンコを略取していたドイツ人領主に対してポーランドの宗主権を要求し，

それを認めさせた1365年の文書では，“coronaregr世(王国の王冠) "のタームは次のよ

うに使われている O すなわち，両地方は「以前からポーランド王国の王冠に所属しており，

ゆえに，同王国の境界内にあるJ16)。

「ポーランド王国の王冠jというタームは，この一文では.rポーランド王国Jという
かつての用語の単なる代用に過ぎないように見える O だがこのタームの導入は，実は，そ

の後のポーランドにおける国家概念の発達，変容への大きな契機になると考えられる O な

ぜなら.r王国Jというタームがなかんずく住民を含む領域概念であるのに対し.r王国の
王冠」とは，一定の法概念を内包する権力的な国家概念であったからである 17)。

グジボフスキによれば，同ヨーロッパやハンガリーにおいて当時到達していた「王国の

王冠Jの持つ意昧は多様で、あるが，次の三つの点は基礎概念として共通のものであった O

すなわち，個人と職は別物であるという点。第二に，職に権限が備わっているのであり，

しかもその職の属性としての権限は不可分かつ，不可譲渡のものであるという点。第三点

は，この職の概念が国家内の最高の職である王位に適用され，そうした王{立は，他のいか

なる職にも従属しない，つまり，教皇や皇帝にも従属せずという観念である。そのように

観念される王位とその権能が，王個人とは別個にして独自の権能をもっ実体，すなわち，

法人としての国家として理解され，かつ，それらが王冠に象徴されることによって.r王
国の王冠jという国家概念が出来上がるのだろう 18)。

国王機関論ともいえるこの「王国の王冠Jなる国家概念は，したがって，王権の強化を

促しうる側面を強くもっている O なぜなら，最高の職にある王は，王の一族の成員として

自らを拘束していた伝統的な私法的制約から解放され，その王位という職の属性として，

王の一族に対する絶対的優位を主張できるし，また，世界的権威からの独立をも根拠付け

ることができる。さらに，職権の不可分性という考え方は，王領地や国家領土の一体性と

不可譲渡性の観念を導きだし，それゆえ，これを論拠にして王領地や領土の統合，回復を

より一層理論化することもできる O

だがその一方で，この国家概念は王個人と王位とを根本において分離させている。それ

ゆえ「王冠Jという概念は，ある条件下では，独自の権利をもっ国家が王と完全に分離し，
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井内敏夫

なおかつ，その国家を社会の側が吸収し，取り込むということが起こる可能性をも字んで

いる。擬人化され，法人視される国家とはいえ，国家がもっ独自の権利を行使できる実体

は，実際には，王か，または，身分制化され，君主に対して一定の権利をもっ社会以外に

はないからである 19)。まさに，そうした現象がこの後ポーランドで発生すると考えられ

るのであるが，それはこのカジミエシ時代ではないO

さて，以上のような要素を内包する「王国の王冠」というタームが1350年代後半にポー

ランドで使用されるようになる20)が，その当時においては，そうした概念全体がポーラ

ンドで即座に理解され，かつ，公的な政治の場において適用されたとは言い難い。国家領

土の不可譲渡性という原則は「王冠J概念の重要な一環をなす21)が，大王自身がこの原

則を踏み闘っている。大王は死に際して，三ーつのテラを王国から分離し，自分の孫にあた

るシチェチン公のカシコにこれを相続財産として与えるという遺言を残しているのであ

る22)。

大王のこの遺言は，一方，この時代における国家の地位を暗示している。つまり，国家

の権利という考え方がこの頃定着しだしたとはいえ，同時に国家が王と対等の主権の地位

を獲得したとは言い難い。グニエズノ大司教ヤニスワフも， 1339年，世襲王で，生来の王

( rex naturalis )であるカジミエシの王権の性格を次のように表現している。「ポーラン

ドのドミヌスである王は，ポーランド王国のもとにあるすべてのテラのドミヌスであり，

意のままに与え，意のままに奪う J23)。国家を凌駕する権利を王はもっていたといえよう O

また，マゾフシェ公ジェモヴィトが1355年にポーランドに臣従するが，そのときに忠誠の

対象として挙げられていたのはカジミエシ大王だけであった24)。

他方，社会はいかなる地位にあったのか。イギリスの例を引けば， “corona"概念の発

達と社会の地位の上昇は相関関係にある25)。このことからしても，大王の時代における

ポーランド社会の地位は，それほど高いものではなかったことが予想される O

なるほど，この時代には，ドイツ騎士団と和約を締結した1343年のカリシ協定の際，ポー

ランドの各テラの高官と主要な王領都市が協定の批准者として登場する26)。また， 1355 

年のプダ協定は，ハンガリー王のルードヴィクがポーランド社会の請願に答えるという形

をとり，かつ，ポーランド社会が一体として初めて， Iレグニコラエ(住民)Jの名で聖俗
の4人の官職保有者に代表されて登場している27)。この協定は，男子のいないカジミエ

シ大王の後継王に，大王の甥にあたり，ピアス卜家の血を引くアンジュ一家のルードヴィ

クが就任することを取り決めた協定である O

しかし，これらをもって，社会が公式的にポーランドを代表する地位に達したというこ

とは到底できない。カリシ協定に諸身分が批准者として登場するのは，相手方のドイツ騎

士団の要求と大王の命令の結果であった28)。一方，プダ協定は，両国の王による合意内

容を後継者のルードヴィクがポーランド社会に公表し，遵守することを約束したに過ぎな

し，，29)。また 4人のポーランド社会の代表についても，彼らが社会的な性格を持つ集会

で選出されたという形跡はまったくない30)。社会はまだ主体的な権利をもってはいない

といえよう 31)。

以上，カジミエシ時代の特徴をまとめれば，国家の権利についての意識が成長してくる
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14-15世紀前半のポーランドにおける王と国家と社会

ものの，主権は王一人にあって，社会はいうに及ばず，国家もまた王と対等の地位には未

だ到達していない。

2 ルードヴィク時代(1370-1382) 

ピアスト朝が断絶し，アンジュー家のルードヴィクの時代になると，この三者の関係に

変化が認められる。とりわけ， “corona"で表現される国家の地位が急激に上昇する傾向

が見られる。例えば， 1374年にハンガリーのコシツェで聞かれたシュラフタの集会におい

て，王はつぎのような宣蓄を行なっている。「余は，健全にして無欠かっ無傷のポーラン

ド王国王冠を常に維持し，同王冠のいかなるテラや部分も同王冠から切り離したり，同王

冠を縮小させたりはせず，反対に，余の戴冠式において蓄約したごとく，同王冠を拡大，

回復することを余の信仰にかけて誓約するJ3Z)。いわゆるこのコシツェの憲章は，王が戴

冠式の際にも同様の宣誓を行なったことを示唆するものであるが，ここからは次のことが

窺える o つまり，この宣誓は王が国家に対する義務を負っていることを示すものであるか

ら，王と国家が別物として一層強く認識されると同時に，領土の不可譲渡性という“coro-

na"概念の重要なー要素が法的に確立したという点である O

それだけではない。戴冠式前後に起こったある事件とその結末を検討すれば，さらに，

国家は，このルードヴィク時代には主権の地位を獲得したといえるのではなかろうか。

その事件とは，前述のカジミエシ大王の遺言に関するものである。大王は三つのテラを

王国から分離し，自分の孫にあたるシチェチン公のカシコにこれを相続財産として与える

という遺言を残した。しかし，大王の死後王国のバロンの中から疑義が起こり，ルードヴィ

クがクラクフに戴冠式のために到着するや，バロンの集会が組織されたりして，遺言の合

法性についての検討が行なわれる。そして結局，カシコには，そのテラの一部が相続領と

してではなく， レーンとして与えられることになる。

この解決策自体は，国家領土の不可譲渡性という“corona"概念の社会への浸透を，前

述のルードヴィクの宜蓄と同様に物語るものであるが，興味深いのは，この結末を記す同

時代人のヤンコの次のような記述である O すなわち，カシコは「ドミヌスである王の戴冠

式の際に， ドプジニ公国を封土としてドミヌスである王とポーランド王国王冠より受け

取ったJ33)，と彼は書いている O 擬人化された国家が，王と対等の権利の所有者として自

らの権利を行使しているのである Oこの記述は公文書ではないにしても，このことは.1ポー

ランド王国の王冠Jという国家が，この時代には王と並ぶ主権の担い手であると見倣され

ていたことを示していよう O

さらに付言すれば，この遺言状の処理は，戴冠式のために参集した諸身分の集会におい

て王が行なっている34)。もちろん，諸身分の集会といっても，当時におけるその主体は

王の助言機関としての国王評議会(rada krolewska )であって，高位聖職者とバロンで主

に構成されるものであった O しかし彼らバロンは，この頃にはもうすでに，各テラの社会

の代表という自覚と意識を持っていると考えられる35)。この点から判断すれば，ヤンコ

のいう「ポーランド王国の王冠Jの実体は部分的には諸身分の社会的な集会を暗示し， し
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井内敏夫

たがって，社会が王とともに「王冠Jの権利を行使しているという印象を受ける O

以上の諸点は，ポーランドの“corona"概念がヨーロッパの一定の水準に到達したこと

を物語るものであろう:，6)が，こうした変化が，ルードヴイクは所詮外来の王であるとい

う社会の意識の反映であることは疑いない37)。

それでは，戴冠時に国家に接近しつつあった社会の地{立は，ルードヴィクの時代を通じ

てどのように変化するのであろうか。この時代には，余所者の王という条件の外に，社会

の地位の上昇を促し得るもう一つの条件があった O それは，ルードヴィクには娘しか子孫

がいなかったという事実である。前述のコシツェの集会は，男系の世襲のみを約束したブ

ダ協定38)を変更し，娘たちによるポーランド王位の継承を社会に認めてもらうためのも

のであった。実際，コシツェの憲章には，娘たちの王位継承に対する社会の承認権が明記

されている O すなわち， rバロンとシュラフタならびに他のすべての者の同意と意志に基
づき，すべての者は，男系の子孫のなきときは，余の娘たちを自分たちのドミヌスにして

上述の王国(=ポーランド一一引用者)の世襲者と認め，かつ，受け入れた」39)，とある。

社会の意志とは無関係に後継者が決定されたカジミエシ大王の時代と比べれば，このよ

うに，社会の地位の上昇には顕著なものがある O また，コシツェの憲章は，シュラフタ領

への課税を農地 1ワンにつき 2グロッシュのみに限定するという税特権を含んでいた。こ

れは，臨時税を課す場合にはバロンのみならず， シュラフタ身分全体の同意を必要とする

ことを意昧し，それゆえ，公権力への公式的な参加の道をより広範な社会層に聞きうるも

のであった40)。加えて，社会の自律性も高まっている O 反ルードヴィク的な騒擾がヴイ

エルコポルスカではほぼ継続して発生していたし， 1378年には，王が独断で任命した総督

(オポーレ公)を，これまたヴィエルコポルスカが中心となって王に断念させている41)。

しかしこうした社会の活動は，社会が王とともに「王冠」の権利を行使するという戴冠

時に見られ始めた形態の継続であるとは言い難い。それらは，国内にほとんど滞在せず，

ポーランドの国家的利益にも冷淡なルードヴィクに対する社会の不満の表明であって，い

わば，非公式的な活動であった42)。実際この時代においては，王自らが選任し，王の信

任の厚い少数の“cons出征討(顧問) "が政治を司り 4:，)国王評議会の召集もまだ稀であっ

たようだ44)0 1377年，王がポーランド国家の一体性を無視してルーシ・ハリツカを奪い，

これをハンガリーに併合したときも，社会的な集会は百集されてはいない45)。

以上の諸点を考慮すれば，この時代に王と並んで国家が主権の担い手という地位に一応

就いたといえよう。それだけに，社会の地位も上昇している O しかし，公的な形で社会が

撞得したものは，王や国家とならぷ主権的な地位ではさらさらなく，ただ，統治への公式

的な参加を将来において-iiJ能とするような身分特権のみであった。社会はまだ国家の権利

を代弁することはできず，それゆえ，国家の地位も王権に対して磐石ではなかった。こう

した国家と社会の地位の上昇とその限界は，ルードヴィクが所詮，外国の王であり，生ま

れながらの王ではないと同時に，それでもなおピアスト家の血を号|く世襲王であったとい

う二重の現実を反映したものであろうと考えられる46)。
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3 空位期 (1382.10--1384. 10) 

つぎに，ルードヴィクが死去した1382年の秋から約二年間，思わぬ事態が起こり，社会

が国家とともに統治主体として登場する，と古い得るような状態が続くことになる O

その異常事態とは，娘のうち誰を主権女王とするか，そして，ヤドヴィーガの驚極をポー

ランド側が決定してからも，幼少を理由にポーランドへの女王の到着が遅れるといったこ

とから生じた空位期である O 君主を欠いたこの時期において国内の統治を実践できる主体

は，高位聖職者とバロンであるが，彼らが中心となって一般シュラフタや時には都市をも

交えて集会を開き，自ら全体を“communitasregni" ，つまり，王国の共同体すなわち社会

と称して統治を実践していくのである O

こうしたコンムニタスの集会は，両州別あるいは全国的集会と様々であるが，この二年

の聞に頻繁に開催されている47)。とりわけ， 1384年 3月のラドムスコでの全国集会では，

圏内の統治を任務とする連盟が組織される。そしてこの連盟は， Iコンムニタスとこの王
国の王冠にとって善きことJのみを行なう48)というように，社会と国家に対して宜蓄を

行なっている。つまり，空位期という異常事態において，社会は国家と並ぶ主権の担い手

に伸し上がったといえよう。社会の権力実体である連盟の決定を侵犯するものは f王国の

公然の敵Jとみなされ，また，連盟は君主を選択し，外突を決定しさえもする O 王との相
違は官職の任命権を連盟がもたないことのみにあった49)。

4 ヤドヴィーガの未成年期(1384.10--1386. 3) 

社会が統治主体として活動するこのような状態は，ヤドヴィーガが即位してからも彼女

が12歳を迎え，リトヴァ大公のヤギェウォと結婚するまで続くようだ。例えば，ヤドヴィー

ガの夫にヤギ、ェウォを選び，リトヴァとの合同を成立させたのは，マウォポルスカのバロ

ンを主体とする社会の側であった。その点は， 1385年 8月にクレヴォで合同規約が締結さ

れた際，ポーランド側の主体が，ハンガリー王太后の外には王国のバロンだけである50)

ことに示されるほか， 1:386年にヤギェウォが発布した特権状にも次のような一文がある。

「高位聖職者とバロンたち，ならびに有力者(proceres )とシュラフタ(nobiles )の全

コンムニタスは，神の恩寵に鼓吹されて余を後見人と総督に選んだJ51)。ヤドヴィーガは，

リトヴァとの合同の決定という重要な国事行為に実質的には全く参与していない。

しかし，これをもって，この時代に社会が真の主権的地位にあったというのは性急にす

ぎよう。 1386年 2月の結婚式以前に，リトヴァの三人の諸公がそれぞれ，クレヴォの規約

をヤギ、ェウォに遵守させることを寄った。その時の蓄約の対象は，一件がバロンだけであっ

て，他はヤドヴイーガのみか，またはヤドヴィーガとバロンの両者になっている52)。また，

マゾフシェ公がポーランドとの友好を再確認した1385年の文書では，ポーランド側の代表

はヤドヴィーガであり，諸身分は両君主の盟約の保証人として登場するに過ぎない53)。

したがって，このような事例を掛酌すれば，異教徒のヤギェウォが洗礼(洗礼名ヴワディ

スワブ)をして，結婚式をすませ，彼がポーランド王として戴冠する1386年 3月までの間，

円。
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高位聖職者とバロンを主体とする社会の地位は，ヤドヴィーガの名代であり，そしてその

ような立場で社会がポーランドを正式に統治していたということができょう。

5 ヤギェウォとヤドヴィーガの時代(1386.3 -1399. 7) 

しかし，空位期以降の以上のような社会の地位は，ヤギ、ェウォとヤドヴィーガの共同統

治が始まると，そのままその後も続くわけではないようだO

そのことは，リトヴァの諸公が行なった忠誠宣誓に窺える O 例えば， 1388年5月のディ

ミトルの宣誓では， Iリトヴァ公である余，ディミトル・コリブ卜は，このポーランド王

ヴワディスワフとヤドヴィーガとその子供たち，ならびにポーランド王冠に対して誓

うJ54)とある。すなわち，忠誠対象に国王夫妻とそのいずれ生まれるであろう子供たち，

ならびに国家のみが挙げられ，社会が脱落しているのである O このようなリトヴァ諸公の

宣誓形式は，ヤドヴィーカホの生存中はほとんど変化していない55)。また，モルダヴィア

の宣誓も，同様にポーランド社会を忠誠の対象として挙げてはいない56)。

そして興昧深いことに，この間，大勢のシュラフタを含む集会はおろか，国王評議会の

開催頻度も，ヤドヴィーカホの親政以前や彼女の死後の時代と比べると格段に少ないように

思われる57)。重要な政治問題がなかったわけではない O リ卜ヴァへの布教に加えて，リ

卜ヴァ本土は，内紛とドイツ騎士団の侵攻とに脅かされて壊滅寸前の状況にあった。

もっとも，社会の公的な活動が共同統治の開始とともに停止したわけではない。国王評

議会の定席メンバーが職との関連で確立しだすのは，ようやくこの時代である58)。また，

下級の地方役人や一般シュラフタとともに，評議会の成員が一体となって参加する全国議

会(sejm walny， zjazd ogolnopanstwowy )が成立し始めるのも，空位期を含めたこの14世

紀末からであるといわれる59)。さらに， 1386年11月と1388年 2月の全国議会では，シュ

ラフタ身分は旧来の特権の確認を受けただけでなく，議会主義の成長を促す新たな特権を

も獲得した60)。また，両君主の相談役としての“consiliarii(顧問)"にあっても，リ卜ヴア

の利益を重視しようとするヤギェウォに対して，ポーランドの利益を代表して積極的に発

言する姿勢が明確に窺える61)。要するに，顧問たちも社会の側に立ち，また社会全体も，

空位期以降の政治状況の上に立って，独自の公的機関を獲得しつつあったといえよう O こ

の点で，この時代の国家構造は決してルードヴィク時代への回帰を意味するものではない。

しかし，社会的集会の開催頻度数の低下や社会が宣誓の対象から脱落したことを考慮す

れば，やはり，この時代と空位期以降の状況との明確な相違を感じざるをえない。社会が

忠誠の対象から外れたことは，後述するように，社会の代表たる国王評議会が，空位期以

降持っていた決定機関としての性格を失い，法的には単なる助言機関に戻ったことを反映

するものであろう。こうした状況は，もしヤドヴィーガが長寿を保ち，かつ男子を残して

いたら，空位期以降に形成された構造が異常事態として清算され62) したがって，空位

期後のポーランドにも，西ヨーロッパと同じような等族的君主制国家として歩む可能性が

あった63)ということを物語るものではなかろうか。
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6 ヤドヴィーガの死からアンナの死まで(1399-1416)

しかし，結局， 1399年，社会の深い悲しみに包まれてヤドヴイーガが子孫を残さずに急

逝すると，その後ポーランドの国家構造は急変することになる O いわゆる社会の地位が急

激に上昇する現象がみられる O

例えば1401年 1月のことである O この時，ヤギ、ェウォの従弟のヴィトルドは，ルーシを

含むリ卜ヴァ全体に対する終身の統治権を獲得した。これは，彼が実質的にリトヴァ国家

の大公位を認められたことを意味し，クレヴォの合同規約の大きな変更であった。クレヴォ

の規約は， リトヴァ大公国の国家性の解消を進めるものであったO しかるに， 1401年の合

同規約は，ヴィトルドに旧大公国領の全体に対する君主権を認めることにより，当面は彼

の生存中だけとはいえ，リ卜ヴァの国家性の回復を保障するものであったからである 64)。

そして，こうした両国の関係の変化に伴い，ヴィトルドがヴイルノにおいてポーランド

に対して審約を行なっているが，その中には次のような文言が見える o I余は，ヴワディ

スワフ王と王国ならびに王冠と同ポーランド王国の住民(regnicolae )を見棄てず，全力

を尽くして常にそれらを支援するJ65)。すなわち，ヴィトルドは宜警の対象として，ポー
ランドの王と国家のほかに， レクゃニコラエという表現でポーランドの社会を挙げているの

である。同じ日のヴィルノでは，リトヴァの臣民が集団的にポーランドに対して宣蓄をし

ているが，そこでも，王と国家の外にポーランドの社会が忠誠の対象になっている66)。

それでは，なぜヴィトルドらはポーランド社会に臣従の礼を取ったのであろうか。

ここで注意を要することがある O それは，この時代においても，ポーランド社会が属国

の忠誠対象になるのは，まったく例外的な現象であるという点であるO 例えば， 1410年，

ドイツ騎士団との戦いの最中に，西ポモージェのスウーフスクの公ボグスワフがポーラン

ドに臣従をするが，その際，公は王とポーランド王国王百のみに宣蓄し，ポーランドの社

会を宣蓄の対象として挙げ、てはいない67)。モルダヴィアやワラキアの支配者たちも，同

様に，社会に対して忠誠を寄ってはいない68)。また， リトヴァ大公国内の分領公が1401

年以降単独で宣聾する場合には，直接の忠誠の対象は自らの君主であるヴィ卜ルドであっ

た。そして，その後で，ヴィ卜ルドの死後にはヤギ、ェウォと王冠以外の君主を持たないと

述べるだけで，ポーランド社会への言及は一切ない69)。これは，その公伎を宗主国の社

会の意志とは無関係に占有している君主は，宗主悶とはいえ，その国の人民に宣誓をする

いわれはまったくないという点から説明し得るかもしれない。

それゆえ， 1401年のヴィトルドらの宣誓にポーランド社会が掲げられた理由としては，

ポーランドとリトヴァとの間の法的関係の変更における社会の役割を考慮する必要があろ

う。実際， 1401年のヤギ、ェウォとヴィトルドとの協定の締結そのものに，バロンを主体と

するポーランド社会が主体的な権利をもって参加していたのである O そのことは，同年3

月，ラドムにおける政治集会の文書に示されている。 49名の国王評議会の成員が，シュラ

フタ社会(universitas terrigenarum )を代表し，両者の協定を確認する文書を王とは別個

に発布しているのである70)。要するに，ポーランド社会が宣蓄の対象になる理由は，大

公の任命に象徴されるような両国の国家関係の在り方に関して，国王評議会に代表される
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ポーランド社会が王と対等の共同決定権をもった71)ことにあるということになるが，そ

うした関係はその後の史実によっても立証できる O

まず第一に， 1413年にホロドウォで開催された両国合同の集会において，ヴィトルドの

死後も新たな大公を置くこと，つまりは，大公国の国家性の維持を永続化することなどが

決定され，同時に，ポーランド社会による大公の選出権も改めて確認されたO その際，リ

トヴァの臣民たちは，ヤギ、ェウォとヴィ卜ルドの両君主とポーランド国家に誓約するだけ

でなく，ポーランドの社会に対しでも忠誠を誓っている72)。さらに1432年，ジグムン卜・

キェイストゥトーヴィチが，反抗的なシヴィドリギェウォ 73)に代わってリトヴァ大公に

任命されたとき，その任命はポーランド社会の「意志と同意のもとにJ行われた74)。そ

して，その時のジグムントの宣誓は， I余は，余のドミヌスであるヴワディスワフ王と王

国ならびに王冠と同ポーランド王国のレグニコラエを見棄てないyS)というように， 1401 

年のヴィトルドの宣誓と同じく，ポーランド社会を宣誓の対象として挙げているのである O

しかし，問題はここに止まらない o 1401年の前述の合同規約は，実はクレヴォ以来の体

制を変化させた最初のものではないのである O ヴィトルド自身は，すでにヤドヴィーガ存

命中の1392年，ルーシの諸地方を含めた|日大公園領全体に対する統治権を得ていた。この

いわゆるオストルフの合同は，厳密にいえば，総督という行政的な地位をヴィトルドに与

えたものであったにしても，この時からクレヴォ体制の変革は始まっていたといえる。!日

大公国領の諸地方を一つの行政下に再統一させ，事実上の国家性の回復という政治的な意

昧合いをそれはすでに持っていたからである76)。それにもかかわらず， 1392年の合同文

書には，バロンたちの存在すらもが想起されていないのである O 当時のヴィトルドらの宣

誓は，当然のごとく，国王夫妻と王冠のみに忠誠を誓い，ポーランド社会を挙げてはいな

このことは，ヤギ、ェウォの即位後， リトヴァとの関係の在り方に関してポーランド社会

が公的な権利を持ち始めるのは，ょうやくヤドヴィーガの死後であるということを明示し

ている。それでは，なぜこのような変化が起こり得るのだろうか。その原因としては， ド

イツ騎士団との戦争が逼迫し，社会の協力をいっそう必要とするという政治的問題もある

が，ヤドヴィーガの死によって自然にもたらされる社会の地位の向上がまず第一に考慮さ

れるべきであろう O この点については，女王の死後にヤギ、ェウォがとった行動から推察で

きる O 年代記によれば，ヤギ、ェウォは女王の葬儀を済ませたあと，王位を辞してリトヴァ

に帰ろうとしたという O 王国の世襲権者であるヤドヴィーガが子孫を残さずに世を去った

以上，外国の王国に留まることは不当であり，また，王国の高位聖職者やバロンが自分を

王位から追放するだろうと考えたからだという 78)。

もっとも，ヤドヴィーガの死とともに，王位の世襲制の観念が消滅したわけではない。

ヤギ、ェウォはヤドヴィーガの遺言と顧問たちの助言に従って，カジミエシ大王の孫にあた

るツィリア伯の娘，アンナと1402年に結婚することになる。彼女は，ヤドヴィーガと異な

り，君主権を持たないにしても，ポーランドの世襲権者であった。それゆえ，両者の「真

の後継者(successores legitimi ) Jがポーランド王仲ーを世襲することが， 1413年の合同規
約で明示されている79)。しかし，ヤギ、エウォの前述の行動は，ポーランド国家の主人と
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は王ではありえず，本質的には国家は社会のものという観念が，ヤドヴィーガの死後，王

自身をも含めて急速に定着しだしていたことを物語るものではなかろうか。実際ヤギ、エ

ウォは，顧問たち(cons副訂u)によるものではあるが，女王の没後に王位への権利の確

認を改めて受けているのである80)。ポーランド社会がリ卜ヴァとの国家関係に関する共

同決定権を獲得し，それに伴って，リトヴァの大公と臣民の忠誠宣蓄にポーランド社会が

掲げられるという変化には，そうした観念に基づく社会の地位の上昇が反映していること

は疑いない。

以上，ヤドヴィーガ没後のポーランドでは社会の地位が再び上昇し，全面的にではない

にしても，少なくともリ卜ヴァに対して，社会が主権の担い手の一つになったといえよう O

その最大の要因は，ヤドヴィーガという正統な世襲権者の血が途絶えたことにあろう。し

かし，リトヴァと他の属国に対する社会の地位の相違を考えれば，ポーランドにおける社

会の地位の上昇には，リトヴァとの合同自体もその大きな推進力になっていた点を見過ご

すことはできないO リトヴァが社会の地位と役割を誇示する場となり，かつ，それらを不

断に上昇させるパネになっていたと考えられるからである O

7 ヤギェウォ治世の末期(1417-1434)

さて，ピアストの血を引くアンナは，娘のヤドヴィーガ一人を残して1416年に他界する。

その後の王と国家と社会との関係には，よりいっそうドラスティックな変化が生じるとい

わざるをえない。その変化とは， “corona"で表現される国家が王から分離し，社会と国

家が明確に同一視されるという方向への変化である O

社会と国家を同一視していると解釈し得るような表現が公文書に現われるのは， ドンブ

ロブスキによれば1404年のことである。だが，この1404年の場合は誤記という虞れもあ

る81)。それゆえ，これを省くと，そうした意味合いを持つ表現が現われるのは1420年代

のことである。まず最初の例は， 1420年，グニエズノ大司教卜口ンパが，クラクフ司教で

王国大法官(kanc1erz krolestwa )のヤストシエンピェツを謹賀した文書のなかに現われ

ている。これは，クラクフ司教がポーランドとドイツ騎士固との争いを調停する皇帝のも

とに出席した際，逸脱行為を可教が行なったという理由で下された讃貴であるが，そのポー

ランド語版の文書には次のような一文がある。「王と人民の全王冠とに対して罪をなした

と王と人民の全王冠とから」司教は鈴めを受けた82) と。ここでいう「人民の全王冠

( wschitka korona pospolstwa ) Jとは， r人民のポーランド国家Jと言い換えて差し支え
ない。つまり，ポーランド国家の主人は人民すなわち社会であるという意識が，この語句

には表明されている。

しかし，この謁貴文書にはもう一つラテン語版があり，そこでは「人民の国家jという

ような表現は使われてはいない。ラテン語版では， r王と王冠とコンムニタスに対して罪
をなしたJ83)と表現されている。つまり，その表現形式は，リトヴァ諸公の宣審文書と同

様に，王と国家と社会の三要素が並列に並べられており，ポーランド語版とは違って，三

者の相互関係を云々できない形式になっている。
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当時においてはラテン語版が正文である。だがそれにしても， I人民の国家Jという表

現を含むポーランド語版の存在は，少なくともポーランド人の法意識の中では，国家の主

人は社会であるという観念がこの頃には十分醸成されていたことを物語っていよう。加え

て，この点を裏付ける史料がもう一つある O それは，ヴィトルドに宛てたヤギ、ェウォの

1426年の書簡である。この書簡によれば，当時宣誓を要請されたマゾフシェの諸公は，ポー

ランド王への宣誓のみを受諾し，ポーランド王冠への宣誓は拒否しようとした。そしてそ

の理由を，マゾフシェの公たちは次のように説明したという o Iもし王冠に対して臣従す

れば，その時には，王冠の誰もがわれわれを自分たちの封臣と見倣すことができょう O そ

うした屈辱を受けるよりは死んだほうがましだJ84)，と。

このマゾフシェ諸公の一件と司教の謹責文書とを合わせれば，次の結論が引き出せよう O

つまり， 1420年代には，紛うことなき主権の担い手は王と“corona"であるが， “corona" 

のタームで表現されるポーランド国家は，王国の全社会を意昧するという観念が公的にも

確立していた85) とO 換言すれば，ポーランド国家を「ジェチポスポリタ(共和国)Jと

表現するにいたる芽は，このヤギ、ェウォ時代の末期にすでに芽生えていたといえる O

それでは，社会が国家を自らのうちに取り込み，国家の本来の主人は社会であるという

法意識が定着するにいたる原因は，どのようなものであったのか。その決定的な要因は，

この時代において，王位の世襲制の観念が薄れ始め，ついには選挙王制へと移行したこと

にあると考えることができる。

前述のように，ピアスト家の血を引くアンナが生存している聞は，王位の世襲制の観念

はまだ生き続けていた。しかし，彼女は1416年に男子を残さずに他界した。しかも，ヤギェ

ウォはその後独断で，ピアス卜家と縁もゆかりもなく，臣下にあたるおよそ45歳の未亡人

で，その上，自分の洗礼親の娘に当たるエリジベータとの結婚を決め，全社会の失望と怒

りを買った86)。まさにこのとき，社会の間では，世襲制の観念は崩れ始めたといえる。

なるほど，ヤギ、ェウォがエリジベータと結婚をしたこの段階では，世襲制の観念が完全

に消滅したとはまだいえないかもしれない。アンナの娘であるヤドヴィーガにも，当時，

世襲権者としての資格があったからである O そして1421年には，ヤドヴィーガとプランデ

ンプルク辺境伯の長子，フリードリヒとの結婚が成立し，そのフリードリヒがポーランド

王位に就く可能性が示唆されている。しかし，アンナは，ホロドウォの文書にうたわれて

いる「真の後継者Jでは決してなかった。彼女の世襲権は，まさに， 1413年の集会で社会

によって認められたものであり，生得のものではなかった87)。実際結婚協定では，フリー

ドリヒの王位就任は， Iヴワディスワフ王が男系の子孫を残さなかった場合」に限るとい

う条件がついている88)。したがって，もしフリードリヒが王位に就き，ヤドヴィーガと

の聞に男子の子孫を残した時，完全な世襲制が復活する可能性が十分にあるにしても，こ

の1421年前後の時点においては，社会の目には両者は選挙王として映じたに違いない。

また，結婚協定にある「ヴワディスワフ王の男系の子孫」にしても，当時としては，誕

生の可能性は絶望的と見られていたはずである O 比較的高齢のエリジベータがその前年の

1420年に亡くなり，新しい妃を迎える準備が進んでいたが，ヤギ、ェウォはすでに73歳であっ

た。しかも，王が男子に恵まれたにしても，その子が，王位に予定されていることと，生

円
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来の王として迎えられるかということとは，別の次元の問題である。

事実，ヤギェウォには，キエフ公の孫娘である第四番目の妃との聞に， 1424年，ヴワディ

スワフが，ついで1427年にはカジミエシが誕生する。そして，ヤギェウォは早速ヴワディ

スワフを「真の後継者Jと宣言するが，バロンたちはこれを認めなかった。翌1425年のプ
ジェシチ・クヤフスキでの集会で，バロンたちは，諸身分の従来の諸特権に新たなものを

加え，これをヤギ、ェウォが確認することをヴワディスワフの即位の条件として掲げた。生

来の王としての世襲の君主権を要求するヤギ、ェウォと，選挙制を主張するバロンたちとの

闘争がここに始まるのである89)。そして，この攻防がバロンたちの主導権のもとに展開

されたことは， 1432年に行われた前述のジグムントの宣醤で明らかである。大公の宣審は，

ヤギ、ェウォの子どもたちを忠誠の対象として挙げてはいない90)。

要するに，世襲制の消滅が法的に明確になるのは1425年頃からであるにしても，すでに

エリジベータとの結婚の時点で，生来の王を持ち得るという意識が社会の間でほぼ消え失

せていたことを以上の状況は物語っていよう。真の世襲君主を持ちうるという可能性が消

えた時，社会が自らを国家の主人であると明確に自覚したとしても不思議ではなかろう。

このような世襲制の消滅と選挙制への移行が，国家の本来の主人は社会であるとの意識

を育んだ最大の要因であるという命題は，クラクフ司教，オレシニツキの言葉によっても

裏付けることができょう。司教は，バロンたちの指導者として事実上この時代のポーラン

ドを統治していた人物である O 彼は，幼いヴワディスワフ 3世が1434年に王位に就いた際，

王が成人して親政を開始するにいたるとき，王は従来の諸特権を確認する必要があること

を指摘し，次のように演説している。「王国における統治と自由は王権から発するもので

はなく，王国の顧問と国内の有力者の権能に基づくものである。それゆえ，王が成人しで

も，彼が王国の権利と自由を確認しないかぎり，王国の統治権を彼に渡しはしないJ91)。
このオレシニツキの言葉からは，まさに，世襲制の消滅によってバロンを主勢力とする

社会が国家の根源的な主人となり，王の誓約，つまりは，王と社会の契約関係に基づいて

社会が王に統治権を委託するという国家構造が読み取れる。カジミエシ大王の時代と比べ

れば，これは大きな変化である。皇帝のもとに派遣された大王の使節は， 1357年， rわが
王は王冠と剣とを神から賜ったJ92)と述べていた。もっとも，王権神授の段階から大きく
変化してこの1420年代に成立した体制は，厳密にいえば，マグナートの共和制といえる。

16世紀のシュラフタ共和制の確立には，このあと，王とマグナートとシュラフタとの三者

の闘争を必要とする。とはいえ，ポーランドの歴史を貫く共和制の伝統が，この1420年代

にその明確な萌芽をもつことには変わりはない。そして，制度的な側面だけを見る限り，

そうした共和制的な体制の萌芽と理念の確立とを促進した最大の要因が，王位の世襲制の

消滅であり，つぎに， リトヴァとの合同と“corona"概念の導入にあったことは否定でき

ないように思われる。後者の点について付言すれば，個人と職との分離を基本理念とする

“corona"概念が，王と国家とは別物であるという意識の成長を助長し，社会が国家を自ら

のうちに取り込むことを容易にしたであろうからである。
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King， State and Society in Poland 

during the Later Middle Ages 

一一AStudy of the Origins of Polish Republicanism一一一

Toshio INOUCHI 

We aim to explore what elements assumed sovereignty in the time仕omKazimierz Wielki 

to JagieUo. For this pu叩osewe use the oaths of homage taken by Polish vassal countries as 

our main materials. The objects of homage can be considered assumers of sovereignty， as 

Jean Bodin mentioned the right to demand homage and fidelity as one of eight true marks of 

sovereignty. 

“State" and “Society" used in this paper are translations of the words for “corona regr甘

Poloniae" and“regnicolae regni" or “communitas regni" found in historical materials. 

1. In Kazimierz Wielki's time， for the first time appeared the idea of“the Kingdom" itself 

having its own rights， and the term of “corona regni Poloniae (the Crown of the Polish King-

dom)" was introduced as a new expression of the Polish State. These appearances show 

consolidation of the notion of the state's rights， but it cannot be said definitely that the “State" 

was elevated to the position of sovereignty equivalent to the King. Evidences that Kazi-

mierz's rights remained superior to出e“State's"are found in the words of the Archbishop of 

Gniezno， Jaroslaw in 1339， and also in the King's testament to divide the Kingdom and to be-

queath to his grandson Kazko three districts as Kazko's hereditary estate. We can also see 

evidence of this in the fact that the Mazovian princes paid homage to just the King. 

The “Society" did not have any right， 0伍cialor actual， to take p訂tin state politics. 

Although for the first time the Polish “Society" appeared in the name of “regnicolae regni" in 

Buda Pact in 1355， there is no evidence which shows that its representative of four persons 

were nominated in a social assembly. They seem to have been sent directly by the King 

himself. 

2. In the time of Ludwik of Anjou， the notion of the “Crown" was comparable to that in 

European thought and the “State" was elevated to the position of sovereignty. Evidence for 

this is seen， first， in the oaths taken by Ludwik in his Coronation in 1370 and in 1374 in Kか

szyce which show the establishment of the inalienable rights of the “Crown".Secondly， Janko， 

writing the results of Kazimierz's testament， states that Kazko received the Dobrzyri district 

as a fief from the King and “the Crown of the Polish Kingdomぺ However，the sovereign sta-

tus of the “State" was not firmly determined， which is indicated by the fact that Ludwik in-

corporated Polish Red Ruthenia into Hungary. 

The “Society" became more independent. But its autonomous movements are consi幽

dered uno 
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bilities to participate in 0伍cialpolitics in釦ture，which is shown in the tax-privilege in the Sta-

tute of Koszyce gained in retum for the “Society's" acknowledgement of one of Ludwik's 

daughters as a Polish sovereign. 

The rise and limit of position of the “State" and the “Society" seem to be due to the fact 

出atLudwik was not a natural king but a foreign one， but at the same time he was a heredi-

tary monarch， sharing the blood of the Piast d戸lasty.

3. After the death of Ludwik two years of interregnum continued. In these times “com幽

m国語句sregni" organized itself into “the Confederations" and reigned over Poland. The 

“Radomsko Confederation" of 1384 took an oa出 to“communitas"and“the Crown of the 

Kingdom"， which shows that the “Society" as well as the “State" rose to attain a sovereign 

posltIon. 

4. In October， 1384， the youngest daughter， Jadwiga was crowned as hereditary monarch. 

But the high 0伍cialposition of the “Society" was preserved until J adwiga came to maturity 

and the Grand Prince of Lithuania， JagieUo was crowned as the husband of Jadwiga. It was 

出e“Society"which arranged Jadwiga's marriage and led to“the Union of Krewo". But it 

was in Jadwiga where sovereignty really lay， which is testified in oaths taken by the Mazovian 

and Lithuanian princes. Lithuanians took oaths either just to Jadwiga， or just to Polish barons， 

or to bo出 Thereforeit can be said the “Society" ruled over Poland as an 0錨cialdeputy of 

Jadwiga whi1e still under age. 

5. After the joint rule of JagieUo and Jadwiga started， the position of the “Society" was 

apparentIy down， as evidenced by the fact出atthe Lithuanian princes paid homage to both出e

King and Queen， their future children and “the Polish Crown". The “Society" did not be欄

come the object of homage. The activity of the Polish prelates and barons was not men-

tioned too， even at the time of the so calIed “Ostrow Act" in 1392， though its Act had mean-

ings of the revision of “the Union of Krewoぺ Itshows that sovereignty retumed to both the 

King and Queen and the “State" and that the“Society"， or the King' s Council dropped down 

to become a consultative organ. This suggests出atPoland possibly liquidated出epolitical 

structure created in the times of the Interregnum and developed the same estate monarchy as 

e泊stedin Europe. 

6. However， wi出Jadwiga'sdeath in 1399 leaving no chi1dren， the political structure of Po-

1and started to change radicalIy and the “Society" was raised to a higher status. In 1401， 

when 

Fhυ 

円

i
'
E
A
 



井内敏夫

Polish-Lithuanian relations after Jadwiga's dea出.

The evidence above shows出atthe Polish “Society" shared the sovereign authority at 

least in relation to Lithuania. This situation came about because the status of JagieUo was 

greatly weakened with the death of the hereditary monarch， Jadwiga， and that also because 

出e“Society"started to think of itself as the true master of the country， although the notion 

of hereditary monarchy was still preserved owing to JagieUo's marriage with Anna， grand-

daughter of Kazimierz Wielki. Also it should be stressed that the Lithuanian Union itself， 

too， was the prop叫siveforce for the rise of the Polish “Society's" status， which is under-

standable if we consider the different status of the Polish “Society" in relation to Li出uaniaand 

other dependent countries. 

7. After Anna died in 1416 leaving a daughter， Jadwiga， relations between the three ele-

ments changed more dramatically. It can be said that白e“Society"incorporated the “State" 

into itself and the “State" was identified with the “Society". There are two pieces of evi-

dence for this. The first is a document written in the Polish language in 1420， in which the 

Archbishop of Gniezno rebuked the Bishop of Krakow in the name of “the King and the whole 

Crown of the People (wschitka korona pospolstwa)". The second is a letter of Jagietlo writ-

ten in 1426， which reads that the Mazovian princes refused to pay homage to the Polish 

“Crown"， saying出atif they took oa出 tothe “Crown" any Polish subject might regard them 

as his vassals. 

From出swe can say出atin the 1420s true assumers of sovereignty were the King and 

the“State " ， but出atat the same time the “State" was regarded in the same light as the 

“Society". In other words we can look here for the origins of Polish republicanism， although 

出iswas a republic of barons. 

This situation seems to have been invited by the death of Anna and the succeeding mar柵

riage of JagieHo to Elizbieta， a mere subject of the Kingdom and a daughter of JagieUo's god-

mother. From出istr祖1of events an adherence to the hereditary monarchical system begins 

to weaken and a gradual change is made to an election system. This can be safely assumed if 

we consider the status of Anna's daughter， Jadwiga and two sons produced at last from the 

aging JagieUo's fourth marriage. Moreover， this can be testified too， by the speech of出e

Bishop of Krakow， Olesnicki， made at the Coronation of Wladysmw， JagieUo's first son， in 

1434. 

Beside this， we should 
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